
第1章　    国内外の出願・登録状況と審査・審判の現状

②意匠審査の現状
2019年度における出願から一次審査通知まで

の期間（FA期間）は平均6.0月であり、出願から最
終処分までの期間1は平均6.8月であった。また、
2019年の一次審査件数（FA件数）は31,749件
と、出願件数同様にほぼ横ばいで推移しており、
登録査定件数は3万件弱で推移している。
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1-1-53 図【�意匠審査の権利化までの期間と
平均 FA 期間の推移】
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1-1-55 図【意匠審査の登録査定件数の推移】
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1　 国際意匠登録出願を除く。また、出願人が制度上認められている期間を使い補正等を行うことによって、特許庁から再度の応答を求められる場合等を除く。
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